第１号様式（第５条関係）

年　　月　　日

　品川区長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

年度品川区防犯設備の整備に対する補助金交付申請書

　品川区防犯設備の整備について、下記のとおり事業を行いたく補助金の交付を申請します。

記

１．補助事業名　　　　　　　防犯設備整備事業

２．補助事業に要する経費および補助金交付申請額

(1) 補助対象事業費総額　 金　　　　　　　　　　　　円

(2) 補助金交付申請額　 　金　　　　　　　　　　　　円

３．事業の内容　　　　　 　別紙のとおり

４．添付書類
(1) 定款または規約
(2) 会員名簿
(3) 最新の総会資料（収支決算書・予算書、活動報告書・計画書等）
(4) 当該事業実施を決定した議事録
(5) 実施する事業に関する仕様書・見積書等
(6) 道路占有許可書および道路使用許可書
(7) 設置予定場所の地図
(8) その他区長が必要と認めた書類


第１号様式　別紙
	(1)補助事業名
	防犯設備整備事業

	(2)補助事業者（商店街等名称）
	

	(3)事業の目的・必要性




	(4)事業の概要（設置する防犯設備、場所、台数等）




	(5)期待される効果



	(6)事業の実施スケジュール



	(7)事業に要する経費
	総事業費
	補助対象外
経費
	補助対象
経費
	総事業費に係る負担区分

	
	
	
	都補助金
	区補助金
	自己負担額

	円
	円
	円
	円
	円
	円



<自己負担額内訳>
	区　分
	金　　　　　　額
	左　　の　　説　　明

	積立金
	円
	

	負担金
	円
	

	借入金
	円
	

	その他
	円
	

	計
	円
	


　

	(8)既に設置されている防犯設備（場所および個数）







第１号様式（第５条関係）記入見本


年　　月　　日

　品川区長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　○○商店街
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　品川太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　品川区広町9-9-9

年度品川区防犯設備の整備に対する補助金交付申請書

　品川区防犯設備の整備について、下記のとおり事業を行いたく補助金の交付を申請します。

記

１．補助事業名　　　　　　　防犯設備整備事業

２．補助事業に要する経費および補助金交付申請額

　(1) 補助対象事業費総額　 金　　　 記入不要 　　　　円

　(2) 補助金交付申請額　 　金　　　記入不要　　　　　円

３．事業の内容　　　　　 　別紙のとおり

４．添付書類
(1) 定款または規約
(2) 会員名簿
(3) 最新の総会資料（収支決算書・予算書、活動報告書・計画書等）
(4) 当該事業実施を決定した議事録
(5) 実施する事業に関する仕様書・見積書等
(6) 道路占有許可書および道路使用許可書
(7) 設置予定場所の地図
(8) その他区長が必要と認めた書類


第１号様式　別紙記入見本

	(1)補助事業名
	防犯設備整備事業

	(2)補助事業者（商店街等名称）
	○○商店街

	(3)事業の目的・必要性
○○商店街は××駅の近くに位置し、日中から夕方にかけて買い物客や通行人が多い。今回、防犯カメラの設置を行うことで、商店街の利用者や地域住民体感治安の向上を図る。

	(4)事業の概要（設置する防犯設備、場所、台数等）
商店街内に防犯カメラを○台設置し、設置稼動していることをステッカー等で
商店街利用者および地域住民に周知する。


	(5)期待される効果
当該エリア内に防犯カメラが作動中である旨の掲示をすることで、商店街利用者や地域住民の体感治安や犯罪の抑止効果が期待できる。

	(6)事業の実施スケジュール
補助金交付決定後直ちに着手し、○年○月末頃の完了を予定


	(7)事業に要する経費
	総事業費
	補助対象外
経費
	補助対象
経費
	総事業費に係る負担区分

	
	
	
	都補助金
	区補助金
	自己負担額

	円
	円記入不要

	円
	円
	円
	円



<自己負担額内訳>
	区　分
	金　　　　　　額
	左　　の　　説　　明

	積立金
	円
	

	負担金
	円
	

	借入金
	円
	

	その他
	○○○○○○○円
	商店街の予備費を充当する。

	計
	○○○○○○○円
	


　

	(8)既に設置されている防犯設備（場所および個数）
〇台、添付地図のとおり
（以前に、本助成制度を利用して防犯カメラを設置している場合は場所および個数を記載願います）




第２号様式（第６条関係）

第　　号
年　　月　　日

　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長


年度品川区防犯設備の整備に対する補助金交付決定通知書

　　　　年　　月　　日付で申請のあった標記の事業について、品川区防犯設備整備事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり交付します。

記


１．補助金交付決定額　　　　　金　　　　　　　　　　　　円


２　補助事業の内訳　　下記のとおり

	補助事業名
	補助対象経費
	補助金額

	防犯設備整備事業
	円
	円




３．補助条件
　別紙のとおり


第２号様式　別紙

　補助条件

(1)　補助金を補助事業以外の事業に使用しないこと。
(2)　交付決定内容および付した条件に不服があるとき、または交付申請を取り下げるときはこの通知を受けた日から１４日以内にその旨を記載した書面を区長に提出すること。
(3)　補助事業が当該年度内に完了することができないと認められるとき、または補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに品川区防犯設備の整備に対する補助事業遅延等報告書（第４号様式）を区長に提出し、その指示を受けること。
(4)　事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとするとき、または中止しようとするときには、予め品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る補助事業の変更等承認申請書（第５号様式）を区長に提出するものとする。
(5)　補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書（第６号様式）を区長に提出するものとする。
(6)　区長から補助事業の完了状況および経理等の状況について検査を求められた場合、その指示に従うこと。
(7)　以下のいずれかに該当する場合、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがある。
　　・交付決定内容または付した条件に違反したとき。
　　・法令または補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(8)　補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(9)　補助対象経費により取得し、または効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(10) 取得財産等を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合は区長にその旨およびその後の対策について報告しなければならないこと。
(11) 取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図ること。
(12) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、もしくは譲り渡し、または債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を得ること。
(13) 取得財産等を処分することにより収入があり、またはあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を区に納付すること。
(14) 補助事業の完了後、区長から要求があったときは、事業内容等について報告すること。ただし、報告義務を負う期間は、補助事業を完了した日の属する会計年度の終了後５年間とする。
(15) 防犯に関する地域活動を以後５年間継続すること。
(16) その他特に区長が定めた条件
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第３号様式（第８条関係）

年　　月　　日

　品川区長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

年度品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る事前着手承認申請書

　年度品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る事業を交付決定前に実施したいので、同補助金交付要綱第８条の規定により下記のとおり承認申請します。

記

１　補助事業名　　　　　　防犯設備整備事業


２　事業着手（予定）日　　　　　　　　　年　　月　　日


３　事前着手する必要がある理由


第４号様式（第９条関係）

年　　月　　日

　品川区長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

年度品川区防犯設備の整備に対する補助金の取得財産処分承認申請書

　品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る所得財産処分について、品川区防犯設備整備事業補助金交付要綱第９条の規定により下記のとおり申請します。

記

１　処分予定の取得財産等の品目および取得年月日

２　処分予定の取得財産等の取得価格および時価

３　処分予定の取得財産等の設置場所

４　処分予定方法

５　処分予定理由

第５号様式（第11条関係）

年　　月　　日

　品川区長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

年度品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る補助事業遅延報告書

　　　　年　　月　　日付　　　　　　により補助金交付決定通知のあった標記の事業について、品川区防犯設備整備事業補助金交付要綱第１１条の規定により下記のとおり報告します。

記

１　事業の進捗状況


２　事業遅延等の内容および原因


３　事業遅延等に対する措置



４　事業完了の予定




第６号様式（第12条関係）

年　　月　　日

　品川区長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　年度品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る補助事業の変更等承認申請書

　　　　年　　月　　日付　　　　　　により補助金交付決定通知のあった標記の事業の内容を、品川区防犯設備整備事業補助金交付要綱第１２条の規定に基づき下記のとおり承認を申請します。

記

１．団体名


２．補助事業名　　　　　　防犯設備整備事業


３．補助金交付決定額　　　金　　　　　　　　　　円


４．変更(*中止)の内容


５．変更(*中止)の理由



第７号様式（第13条関係）

年　　月　　日

　品川区長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

年度品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る補助事業実績報告書

　　　　年　　月　　日付　　　　　　により交付決定通知のあった標記事業が完了したので、品川区防犯設備整備事業補助金交付要綱第１３条の規定により下記のとおり実績を報告します。

記

１．補助事業名　　　　　防犯設備整備事業

２．交付決定金額　　　　金　　　　　　　　　　　　　円

３．事業実績額　　　　　金　　　　　　　　　　　　　円

４．補助事業の実績
　　別紙のとおり

５．添付書類
(1)　契約書の写し（内訳書も含む）
(2)　納品書の写し
(3)　補助対象経費の請求書および領収書の写し
(4)　口座振込控えの写し
(5)　設置完了場所の地図
(6)　事業内容の分かる写真
(7)　運用基準（管理運用規程）
(8)　道路占有許可書および道路使用許可書（申請時未提出の場合）
(9)　その他区長が必要と認めた書類


第７号様式　別紙
	(1)補助事業名
	防犯設備整備事業

	(2)補助事業者
(商店街等名称)
	

	(3)事業の実施期間
　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで

	(4)事業の具体的な内容






	(5)事業実施後の効果







	(6)事業の成果物の内容







	(7)事業に要する経費内訳
	総事業費
	補助対象外
経費
	補助対象
経費
	総事業費に係る負担区分

	
	
	
	都補助金
	区補助金
	自己負担額

	円

	円

	円
	円
	円
	円








第８号様式（第15条関係）

第　　号
年　　月　　日

　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長


年度品川区防犯設備の整備に対する補助金交付確定通知書

　　　　年　　月　　日付で実績報告のあった　　　年度品川区防犯設備の整備に対する補助金について下記のとおり確定する。

記

１．補助金交付確定額　　 　金　　  　　　　　　　　円


２　補助事業の内訳　　下記のとおり

	補助事業名
	補助対象経費
	補助金額

	防犯設備整備事業
	円
	円




３．補助条件
　別紙のとおり


第８号様式　別紙

　補助条件

(1)　補助金を補助事業以外の事業に使用しないこと。
(2)　交付決定内容および付した条件に不服があるとき、または交付申請を取り下げるときはこの通知を受けた日から１４日以内にその旨を記載した書面を区長に提出すること。
(3)　補助事業が当該年度内に完了することができないと認められるとき、または補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに品川区防犯設備の整備に対する補助事業遅延等報告書（第４号様式）を区長に提出し、その指示を受けること。
(4)　事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとするとき、または中止しようとするときには、予め品川区防犯設備の整備に対する補助金に係る補助事業の変更等承認申請書（第５号様式）を区長に提出するものとする。
(5)　補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書（第６号様式）を区長に提出するものとする。
(6)　区長から補助事業の完了状況および経理等の状況について検査を求められた場合、その指示に従うこと。
(7)　以下のいずれかに該当する場合、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがある。
　　・交付決定内容または付した条件に違反したとき。
　　・法令または補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(8)　補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(9)　補助対象経費により取得し、または効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(10) 取得財産等を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合は区長にその旨およびその後の対策について報告しなければならないこと。
(11) 取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図ること。
(12) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、もしくは譲り渡し、または債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を得ること。
(13) 取得財産等を処分することにより収入があり、またはあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を区に納付すること。
(14) 補助事業の完了後、区長から要求があったときは、事業内容等について報告すること。ただし、報告義務を負う期間は、補助事業を完了した日の属する会計年度の終了後５年間とする。
(15) 防犯に関する地域活動を以後５年間継続すること。
(16) その他特に区長が定めた条件
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


第９号様式（第16条関係）


年　　月　　日


　品川区長　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

年度品川区防犯設備の整備に対する補助金の請求書

　　　　年　　月　　日付　　　　　　　により確定した　　年度品川区防犯設備の整備に対する補助金について、下記のとおり請求します。

記

１．補助事業名　　　防犯設備整備事業



２．請求額　　　　　金　　　　　　　　　　　　円

